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１ 開催日時 

  令和５年３月９日（水） 14時から16時 

 

２ 開催場所 

  大阪合同庁舎第４号館共用第１会議室 

 

３ 出席者 

 （１）委員 

     公益代表 

石黒 一彦 

上田 恭規 

          水島 郁子 

     労働者代表 

          赤瀬 史 

          井岡 由美 

井尻 雅之 

          金澤 治 

     使用者代表 

白井 正勝 

髙山 俊三 

坪井 昌行 

                     

 （２）事務局 

     局 長   木原 亜紀生 

     総 務 部 長   森實 久美子 

     雇用環境・均等部長   粟山 僚子 

     労 働 基 準 部 長   樋口 雄一 

職 業 安 定 部 長   小橋 荘次 

需給調整事業部長   吉村 康志 

     企 画 課 長   濱島 健       
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４ 議題 

（１） 雇用失業情勢等について 

（２） 令和４年度の大阪労働局の取組状況について 

（３） 大阪地方労働審議会労働災害防止部会の開催状況について 

（４） 大阪地方労働審議会港湾労働部会の開催状況について 

（５） 令和５年度大阪労働局の取組（行政運営方針）（案）について 

 

５ 議事 

○企画課長 それでは、皆様おそろいでございますので、審議会の開会に先立

ちまして、事務局からご案内を申し上げます。 

 私は企画課長の濱島でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 まず、資料のご確認をさせていただきます。 

 本日使用いたします資料は12点でございます。順に読み上げますので、ご確

認ください。 

 １点目、次第、２点目、配席図、３点目、大阪地方労働審議会委員名簿、４

点目、大阪地方労働審議会労働災害防止部会委員名簿、５点目、大阪地方労働

審議会家内労働部会委員名簿、６点目、大阪地方労働審議会港湾労働部会委

員・臨時委員名簿、７点目、資料１雇用失業情勢等について、８点目、資料２

令和４年度の大阪労働局の取組状況について、９点目、資料３令和４年度大阪

労働局の取組について－数値目標・達成状況－、10点目、資料４大阪地方労働

審議会労働災害防止部会の開催状況について、11点目、資料５大阪地方労働審

議会港湾労働部会の開催状況について、最後12点目、資料６、令和５年度大阪

労働局の取組（行政運営方針）案についてでございます。資料につきまして、

漏れ等ございませんでしょうか。よろしいでしょうか。 

 続きまして、本日の委員の出席状況をご報告いたします。 

 公益代表委員３名、労働者代表委員４名、使用者代表委員３名の計10名のご

出席をいただいておりますので、地方労働審議会令第８条第１項の規定により、

本審議会が有効に成立しておりますことをご報告いたします。 

 次に、会議の公開についてご説明いたします。 

 大阪地方労働審議会運営規程第５条の規定に基づき、本審議会は原則として
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公開することとされており、その具体的手続につきましては、大阪地方労働審

議会傍聴規程に定められております。 

 なお、本日の審議会につきましては、傍聴希望者がなかったことをここにご

報告いたします。 

 また、大阪地方労働審議会運営規程第６条第２項の規定により、その議事録

についても公開することとされております。議事録については、発言者のお名

前も記載させていただきますので、ご了承願います。 

 そして、審議会の議事につきましては、大阪地方労働審議会運営規程に基づ

き、会長が議長になることが定められております。 

 それでは、水島会長、よろしくお願いいたします。 

○水島会長 皆様、本日はお忙しい中、ご参集いただきましてありがとうござ

います。 

 ただいまから第44回大阪地方労働審議会を開催します。 

 開会に当たり、木原大阪労働局長からご挨拶をお願いします。 

○労働局長 大阪労働局長の木原でございます。 

 第44回大阪地方労働審議会の開催に当たりまして、一言ご挨拶を申し上げま

す。 

 まず、皆様方には、日頃から労働行政の推進につきましてご支援、ご協力を

賜っておりますことを厚く御礼申し上げます。 

 また、本日は年度末でもあり、また時節柄もあり、大変ご多用中のところと

存じますが、審議会にご出席賜りまして重ねて御礼申し上げます。 

 今年度、当局におきましては「誰もが安心して働き活躍できる元気な大阪」

をスローガンに掲げまして、新型コロナウイルス感染症の影響の下でも全ての

労働者が安心して働くことができるよう、労働基準監督署、ハローワーク等一

丸となって、労働災害の減少と労働環境の整備、良質な雇用機会の確保に向け

た支援など、総合的な労働行政機関として様々な施策に取り組んでいるところ

でございます。 

 足下の雇用情勢ですが、いまだコロナ禍前の水準までには回復しておりませ

んが、大阪の令和５年１月の有効求人倍率は1.29倍となっております。１月は、

前月からは0.02ポイント低下しておりますが、一昨年、令和３年の夏以降、有
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効求人倍率は上昇傾向がうかがえます。一部に厳しさが見られるものの、緩や

かに持ち直しの動きが続いていると考えております。 

 今後につきましては、求職者側からは求職活動に慎重な姿勢がうかがえ、そ

の活動が長期化している状況が見られます。また、事業主側からは、部品の調

達遅れ、原材料価格や燃料費の高騰、円安による営業収益の圧迫など、先行き

に対する懸念の声も聞かれますが、一方では、入国規制が緩和されたことによ

るインバウンド需要を期待する声も聞かれております。こういった声も踏まえ

まして、引き続き求人求職の動向を注視していく必要があると考えております。 

 ウィズコロナの下、社会・経済活動の正常化が進みつつある中、現在、国を

挙げて構造的な賃上げの実現に向けた取組を行っているところでございます。

このため、人材の育成活性化と賃金上昇を伴う労働移動の円滑化の一体的な取

組を推進する観点から、人への投資の抜本的強化を図ることとされております。

厚生労働省では、「賃上げ・人材活性化・労働市場強化」雇用・労働総合政策

パッケージを策定しております。国の令和５年度予算（案）におきましても、

多様な働き方を可能とし、賃金上昇の好循環を実現するため、人材の育成・活

性化、賃金上昇を伴う労働移動の円滑化等のための事業を盛り込んでおり、大

阪労働局といたしましては、これを踏まえ、新年度を見据えつつ諸施策の整備、

展開をしていきたいと考えております。 

 現在、労働行政には国民の強い期待の目が向けられていると考えております。 

 本日の審議におきましては、大阪労働局の業務運営や来年度の方針につきま

してご意見を賜り、ご議論が行われますことをお願いいたしまして、私からの

挨拶とさせていただきます。本日はどうぞよろしくお願いいたします。 

○水島会長 木原局長、ありがとうございました。 

 議事に移ります。 

 議事１から４を続けてご説明いただき、４の後に質疑の時間を取らせていた

だきますのでご了承ください。 

 なお、限られた時間の中で効率よく会議を進行してまいりたいと思いますの

で、皆様、ご協力をお願いします。 

 それでは、議事１、雇用失業情勢等について、事務局から報告をお願いしま

す。 
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○職業安定部長 ご説明させていただきます。職業安定部長の小橋でございま

す。本日はよろしくお願いいたします。失礼いたしまして、着座にてご説明さ

せていただきます。 

 それでは、資料１、雇用失業情勢等について職業安定部からご説明させてい

ただきます。 

 最初に、近畿の雇用失業情勢等についてでございます。 

 資料１ページに、近畿の有効求人倍率の推移についてグラフを記載しており

ます。リーマンショック後、平成21年８月以降の長期的な傾向をご確認いただ

けるかと思います。平成30年８月から11月に1.63倍と平成以降の最高値を記録

した後、低下に転じまして、１回目の緊急事態宣言の期間中に急激に落ち込ん

でおります。令和２年11月、12月には、コロナ禍の最低値である1.02倍を記録

しましたが、その後、令和３年以降は緩やかな回復基調で推移しており、直近

令和５年１月の有効求人倍率は1.22倍まで回復してきております。このように、

求人は底堅く、持ち直しが堅調であり、コロナ直前の令和２年３月と同水準ま

で戻ってきておるところでございます。一方、有効求職者数は、コロナ直前か

らは増加しておりますが、コロナ禍のピーク時からは約７％減少している状況

でございます。 

 次、２ページに移りまして、上段２のグラフは、全国と近畿の完全失業率の

推移について記載しております。近畿は、令和３年９月以降、17か月連続で前

年同月より低下しており、改善が続いております。 

 その下にございます３のグラフは、令和以降の近畿の新規求人数の推移を表

したものでございます。令和３年度以降は、海外経済の回復を受け輸出が増加

基調にあることや企業の設備投資の持ち直しなどを背景に、製造業を中心に回

復が見られ、根強い人手不足感も相まって22か月連続で前年同月を上回ってお

り、持ち直しの動きが続いております。 

 次に、３ページの上段４のグラフでは、近畿の新規求職者の動向を表したも

ので、実数をフルタイム、パートタイム別に棒グラフで表し、それぞれ前年同

月比の増減を折れ線グラフで表しております。コロナ禍以降、緊急事態宣言期

に落ち込むなど、感染拡大状況により月々で変動が見られますけれども、雇用

形態別の前年同月比では、パートの増加割合がフルタイムを上回っているとい
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う状況が見てとれます。 

 続きまして、３ページ下段の５のグラフは、近畿の職業別で見た有効求人倍

率の状況でございます。コロナ禍におきましても、保安、建設、介護関連など、

人材不足分野の職業では以前、高い状況が続いております。 

 次に、４ページをご覧ください。ここからは、大阪の雇用失業情勢等につい

てご説明いたします。 

 直近令和５年１月の大阪の有効求人倍率、受理地別でございますけれども

1.29倍と、令和４年３月の1.12倍から0.12ポイント上昇し、令和４年度に入

りまして回復ペースが上がってきております。なお、就業地別の有効求人倍率

では1.12倍と、令和４年４月に１倍台に回復して以降は、10か月連続で１倍を

上回って推移しているところでございます。 

 続きまして、４ページ下の１の表は、直近１年間の主要産業別の新規求人の

状況となっております。緊急事態宣言等による人流抑制やインバウンド需要の

減少の影響で弱い動きが見られていました卸売業、小売業、宿泊業、飲食サー

ビス業なども含めまして、産業全体として持ち直しの動きが堅調となっており

ます。特に、人手不足感の高まりや先を見据えた人材確保、インバウンド需要

への期待等から、新規求人数の増加が続いております。 

 次に、５ページの上段、新規求職申込件数の状況の表をご覧ください。令和

４年７月以降、７か月連続で前年同月を下回っており、このところ減少傾向に

ございます。最近のハローワークの状況としましては、物価上昇等の影響から

年金や貯蓄だけでは生活が苦しいといった理由や、自営業者で仕事が減少、廃

業したという理由から求職活動を始める方が見られるほか、将来への不安等か

ら転職を希望する在職者、自己都合離職者が見られるという報告を受けており

ます。 

 続きまして、下段の３のグラフは、令和４年１月以降の新規求職者の性別・

年齢ごとの状況を四半期ごとに前年同期と比較したものとなっております。直

近の２期の状況を見ると、男女とも減少しておりますけれども、女性は55歳か

ら64歳、右のグラフの水色の帯の層でございますけれども、４期連続で増加す

るなど高齢者の増加傾向が見られるところでございます。 

 次に、６ページをご覧ください。 
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 ６ページにつきましては、令和４年11月から12月にかけてハローワークが実

施いたしました雇用等に関する短期観測結果から、景況感と従業員の過不足感

及びハローワークの窓口での声をご紹介しております。今回の調査は、コロナ

第８波前の時期の実施となったため、景況感につきましては、前回の８月から

９月の調査より上昇した結果となっているところでございます。 

 以上、これらの状況を踏まえまして当局では、現下の雇用失業情勢につきま

しては、引き続き様々な懸念事項を抱える求人者など一部に厳しさが見られる

状況が続いておりますが、先行きへの期待、人手不足感の高まりを背景に、求

人の堅調さに牽引され、緩やかながら持ち直しの動きが続いていると判断して

いるところでございます。 

 今後とも、特に物価高騰や価格転嫁の遅れなどをはじめ、様々な懸念事項が

雇用に与える影響に注意しつつ、効果的な雇用対策に努めてまいりたいと考え

ております。 

 簡単ではございますが、資料１の説明につきましては以上でございます。 

○水島会長 ありがとうございました。 

 続きまして、議事２、令和４年度の大阪労働局の取組状況について、事務局

から報告してください。 

○雇用環境・均等部長 雇用環境・均等部長の粟山でございます。どうぞよろ

しくお願いいたします。 

 今年度の当局の取組につきまして、各部より、主だったものを資料２により

ご説明させていただきます。 

 １枚めくっていただいたところに資料目次がございますが、まず、（１）か

ら（３）までを雇均部より説明申し上げます。着座させていただいて説明をさ

せていただきます。 

 １枚めくっていただきまして２ページ、新型コロナウイルス感染症に関する

取組でございます。 

 まず、特別労働相談窓口について、これは令和元年度末より局内各部、大阪

府下の監督署、助成金センターなどに特別労働相談窓口を設置しまして、労使

双方からの相談に対応しているところでございます。累計の実績は、右の表の

とおり、ほぼ３年間の合計が約25万件になっております。各年度ごとに見ます
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と、ここには記載を分けては書いておりませんが、当初の令和２年度が約14万

件で、今年度は、１月末までの累計になりますけれども３万件余りと、かなり

の減少をしているところでございます。 

 また、その下、各種の助成金制度でございます。①から⑦までございますが、

各助成金の※印のところにありますとおり、徐々に通常の状態に近づけつつ、

助成金による支援は引き続き行っていくという状況でございます。 

 （２）の働き方改革の推進にまいります。４ページをご覧ください。 

 ここは、前回の審議会のときに説明申し上げた上半期のところとほとんど変

わっておりませんが、当局では大阪働き方改革推進会議を開催いたしまして、

参画いただいている各機関と連携しながら、働き方改革関連の周知啓発に取り

組んでいるところでございます。 

 右下には、同じく働き方改革関連法の中で、昨年度中小企業にも全面適用に

なりましたパートタイム・有期雇用労働法について挙げております。同一労働

同一賃金につきまして、働き方改革推進支援・賃金相談センターからの支援を

活用しつつ普及啓発に取り組んでおります。 

 次の５ページでございます。 

 改正労働基準法等の周知に関する取組状況でございます。働き方改革関連法

の施行に伴い整備されました改正労働基準法の周知等につきまして、労働基準

監督署の労働時間相談・支援班の活動状況でございますが、後ほどご説明いた

しますが、時間外労働の上限規制の適用が猶予されている事業や業務に関しま

して、改正労働基準法や中小企業の取組を支援するための各種支援策の周知を

集中的に行っております。中ほどの表にありますとおり、本年１月末時点にお

いて229回の説明会を開催いたしまして、全体で2,888事業所が参加しておりま

す。引き続き、周知啓発に努めてまいります。 

 また、左下、中小企業における働き方改革に関する認知度及び取組状況の調

査の実施をいたしました。こちらは、昨年11月に労働基準監督署におきまして、

長時間労働が疑われる事業所に対しての監督指導を実施した際に、働き方改革

関連法の認知度と働き方改革の取組状況についてアンケートを実施しまして、

その内容を取りまとめて２月にプレスリリースしたものです。ご覧いただいた

とおりの結果となっておりまして、引き続き制度の周知に取り組んでまいりま
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す。 

 続いて、この資料の右側、上限規制が適用猶予されております事業・業務に

関する、労働時間の削減に向けた改正労働基準法等の周知や支援の取組につい

てになります。建設業につきましては、前回の審議会でご説明しておりますが、

国や地方公共団体、事業主団体と連携しまして、官民の発注者に対して建設工

事の発注に当たっての適正工期の設定にご理解いただくよう周知啓発を行って

おります。 

 また、中ほど、自動車運転者の労働時間削減に向けては、本年１月末までに、

107回の説明会を開催しており、次年度においても引き続き取り組んでまいり

ます。 

 さらに、一番下、医師の働き方改革の推進につきましても、年度後半に個別

相談会を実施しておりますが、引き続き、医療機関の実態に寄り添いながらの

丁寧な説明、支援を行ってまいりたいと考えております。 

 １枚めくっていただきまして、７ページにまいります。 

 雇用環境・均等の分野でございます。コロナ対策としまして、先ほども触れ

ましたが、小学校休業等対応助成金と均等法の母性健康管理の措置が時限で改

正されておりますので、それに対応しての有給の休暇を取得させたときに使え

る休暇制度等導入助成金の制度がございます。母性健康管理の措置につきまし

ては、当面来年度前半まで延長される予定となっておりまして、引き続き、妊

婦さんにおいても安心して休暇が取れるように周知をしてまいります。 

 １枚めくっていただきまして、８ページでございます。 

 女性の活躍推進及び総合的なハラスメント対策になります。女活法につきま

しては、今年度より、行動計画策定が義務づけられる企業が労働者数101人以

上の企業に拡大されたこと、また、７月からは賃金の差異の公表が301人以上

の企業に義務づけられたところでございます。これらにつきまして、説明会の

開催や報告徴収という実態調査の機会を通じまして、周知と取組の働きかけを

行っております。管内における日本企業の行動計画届出状況は90％余りとなっ

てございます。また、えるぼし認定につきましては、記載のとおり129社認定

を取っておりまして、令和４年度だけですと認定を25件いたしております。 

 また、その下の賃金の差異につきましては、２月10日現在で、女性の活躍デ
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ータベース上だけの数字になりますが、ここで公表いただいている企業は大阪

府下で47社となっております。この公表につきましては、各企業の事業年度が

終わり、新年度に入った時点で前年度の実績を公表するというつくりになって

おります。この３月末で事業年度が切り替わる企業も多いと思われますので、

新年度に向けまして適切に公表がなされるよう、引き続き周知に取り組んでま

いります。 

 ハラスメント防止対策では、グラフにありますとおり、パワハラ相談につき

ましては今年度１月末で既に昨年度１年間のほぼ倍の相談件数が寄せられてお

ります。内容によっては、労使の紛争の解決援助制度や法に沿った対策が講じ

られるような助言指導などにより解決を図っております。これらにつきまして、

引き続き、法の履行確保と丁寧な相談対応を行ってまいります。 

 ９ページにまいります。 

 働き方改革推進支援助成金になります。生産性を高めて労働時間の短縮や年

休の取得を促進するなど、働き方改革のための環境整備に取り組む事業主への

支援ということで、各種助成金メニューにより支援を行っているところです。

１月末の状況では、昨年度と同等か、少し少ないかなぐらいのペースで申請が

寄せられているところでございます。今年度分は既に申請を締め切っておりま

すが、次年度も引き続きご活用いただけるように周知に図っていくとともに、

迅速な審査と支給に努めてまいります。 

 資料右側のテレワークにつきましては、良質なテレワークの制度を導入し運

営されるよう、テレワークガイドラインの紹介動画や取組事例のホームページ

掲載、助成金制度等により普及に取り組んでおります。 

 １枚めくっていただきまして、10ページにまいります。 

 仕事と家庭の両立支援対策についてです。前回の審議会での説明とほぼ重な

りますが、改正育介法が昨年４月から順次施行されており、昨年度末頃から多

くの相談が寄せられてございます。相談窓口での対応や説明会の開催、説明動

画のホームページ掲載などで周知に取り組んでおります。 

 また、右にありますとおり、次代法に基づく行動計画の目標達成など、両立

支援に取り組んでいただいている企業に対しては、くるみん認定でありますと

か、各種の両立支援助成金のメニューにより支援を行っているところでござい
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ます。くるみんにつきましては、通算で217社の認定、令和４年度においては

29社の認定を出しているところでございます。 

 改正育介法につきましては、来月４月に育休等の取得割合の公表のところが

施行になります。これは、先ほどの女活法における賃金の際の公表と同じく、

事業年度の切り替わりごとに公表を求めるものになっておりますので、併せて

適切に対応されるように取り組んでまいります。 

 そして、11ページでございます。 

 働き方改革推進支援・賃金相談センターでは、働き方改革に取り組む中小・

小規模事業者等への支援ということで、平成30年度からセンターが開設されて

おります。府下の監督署やハローワーク、商工団体さんと協力してセミナーや

説明会などを開催しておりまして、長時間労働の縮減や生産性の向上など、職

場環境の改善についての支援を行っております。実績につきましては、資料に

記載のとおりとなっております。また、設備投資など生産性向上による賃上げ

に取り組む中小企業の事業主さんに対しましては、業務改善助成金の利用をお

勧めしております。９月には社会情勢に対応した要件緩和も行われ、１月末の

申請期限までには、右下の数字にありますとおり、390件余りの申請をいただ

いているところでございます。これにつきましても、迅速な審査、支給に努め

てまいります。 

 もう１枚めくっていただきまして、12ページでございます。 

 労働相談に関する取組です。相談件数は、昨年度を少し上回るペースで寄せ

られているところでございます。これは、先ほどハラスメント対策のところで

説明いたしましたパワハラの相談件数の増加でありますとか、各種法改正の改

正内容についての問合せの増加などが要因と考えております。個別の労働相談

に関しましては、下の黄色いところにありますとおり、助言やあっせん、調停

など、労働局の紛争解決を援助する仕組みをご説明しまして、相談者の意向を

踏まえつつ解決に向けて取り組んでおります。 

 資料２の（１）から（３）、雇均部の分野につきまして以上でございます。 

○労働基準部長 労働基準部長の樋口でございます。どうぞよろしくお願いし

ます。着座にて失礼いたします。 

 労働基準部の説明は13ページからになります。まず、14ページをご覧くださ
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い。 

 長時間労働の抑制及び過重労働による健康障害防止の徹底というところでご

ざいます。まず左上、脳・心臓疾患及び精神障害の労災補償状況につきまして

は、43回の前回の会議の資料の再掲でございます。左下のストレスチェック制

度の実施状況でございますが、こちら、令和５年１月末現在でストレスチェッ

クを実施している事業場の割合が87.9％になってございます。そのうち、集団

分析を行っている事業場の割合も87.9％になっております。引き続き勧奨を進

めていきたいと思っております。 

 続きまして、資料の右側でございますが、昨年11月に実施をいたしました過

重労働解消キャンペーン、その期間中の長時間労働が疑われる事業場に対する

労働基準監督署が実施をいたしました監督指導の結果でございます。労働時間

に関する違反の状況等につきましては、資料の右下のほうの表のとおりでござ

います。令和４年度につきましては、監督を実施した559の事業場のうち235の

事業場に違法な時間外労働が認められており、昨年度と比べて高い率になって

おります。うち、80時間を超える時間外・休日労働を認めた事業場数は、表の

各欄のとおりでございますが、３の（１）の時間外・休日労働が80時間を超え

100時間以下である事業場の割合は前年度よりも高くなっておりますが、その

（２）以降の月100時間を超える事業場につきましては、各階層とも前年度よ

りも低くなっております。時間外労働の上限規制が適用となって今年度で４年

目ということで、長時間労働の是正に向けて、各企業の取組が進んでいる結果

とも考えられますが、しかしながら、いまだに長時間労働による法違反が認め

られますので、引き続きの指導をしてまいりたいと存じます。 

 続きまして、15ページでございますが、左側の上でございますが、この過重

労働解消キャンペーン期間中に、労働局長によるベストプラクティス企業への

訪問をいたしまして、企業の取組状況について周知をしております。 

 同じく左側の中段でございますが、トラック運転者の長時間労働の是正のた

めの取組といたしまして、昨年12月に自動車運転者の労働時間等の改善のため

の基準（改善基準告示）が改正されまして、令和６年４月の改正労働基準法と

併せて施行されるわけでございますが、特にトラック運転者の長時間労働の要

因の中には、取引慣行等、個々の事業主の努力だけでは見直すことが難しいも
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のもございます。そのため、労働局及び労働基準監督署の職員によりまして荷

主特別対策チームを編成いたしまして、発・着荷主に対しまして長時間の荷待

ち時間の解消の要請ですとか、改善基準告示の内容の周知等を行っております。 

 その下でございますが、大阪府と連携した取組ということで、共同宣言に基

づきまして、36協定締結周知期間を設けて、今年度も労使団体等への要請等の

周知啓発を行っております。 

 次、右側でございますが、労働条件の確保・改善対策の推進ということで、

監督指導件数、申告監督件数、送検件数の推移についてのご報告でございます。

引き続き、労働条件の確保・改善に向けまして適切に指導等を実施してまいる

所存でございます。 

 おめくりいただきまして、16ページでございます。 

 安全衛生の関係に入りますが、まず、16ページにつきましては、死亡災害と

死傷災害の件数でございますが、大阪労働局第13次労働災害防止推進計画、こ

の期間中の労働災害による死亡者数と死傷者数の状況を示しております。令和

４年度は第13次防の最終年度でございますので、死亡者数が目標値51というと

ころ、１月末現在で46という状況になってございます。また、右側の死傷者数

につきましては、件数の大幅な増加要因がこの新型コロナウイルスの感染症の

罹患の関係でございますが、そのコロナの関係を除いたとしても達成が困難な

状況になっております。 

 続きまして、17ページをご覧ください。 

 死亡災害撲滅に向けた取組ということで、安全衛生パトロールですとか、広

報活動、緊急要請など、災害防止の取組を強化いたして実施しております。現

在は、６番のところですが、冬季死亡災害防止強化期間といたしまして、１月

から３月末までの３か月間ということで取組を進めているところでございます。 

 令和５年度からは、新たに策定をいたします大阪労働局第14次労働災害防止

推進計画に取り組むこととしておりますが、後ほどの災害防止部会のご報告の

際にもご説明いたしますが、過日、労働災害防止部会の中でご意見、ご審議い

ただきまして、おおむね了という形でご意見を賜りました。大阪労働局におき

ましては、この第14次防の目標も達成するため、新たに大阪独自の取組として

運動を展開しつつ、引き続き労働災害の防止に取り組んでまいりたいと思いま
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す。 

 次に、18ページにまいります。 

 労働衛生対策の関係でございますが、まず、一番上のほうが事業場におけま

す治療と仕事の両立支援につきまして、前回の審議会以降の取組といたしまし

ては、12月13日に関係団体等で構成する両立支援推進チーム会議を開催いたし

まして、関係団体の取組状況等について情報交換を行っております。 

 ２つ目の化学物質に関しましては、化学物質の製造者、譲渡・提供事業者並

びに化学物質取扱者を対象に計画的な指導を実施するとともに、令和５年１月

16日に新たな化学物質規制に関する説明会、これをオンラインで開催をしてお

ります。新たな化学物質規制の周知につきましては、次年度も引き続き取り組

んでまいります。また、次の石綿による健康障害防止対策につきましては、各

労働基準監督署におきまして建設業に対する集団指導等を実施するなどにより、

解体工事に当たっての事前調査の実施等、改正石綿障害予防規則の周知に取り

組んでまいりました。 

 また、これら労働者の安全性確保対策に係る各種施策につきましては、大阪

労働局の公式ユーチューブチャンネルを活用して動画の配信を行うなど、引き

続き周知啓発に努めてまいります。 

 次に、19ページが最低賃金の関係でございます。大阪府の最低賃金につきま

しては、昨年10月１日から時間額1,023円に改定され、また、特定最低賃金に

つきましては、７業種のうち塗料製造業と機械器具製造業が昨年12月１日に改

定をされております。改定された大阪府の最低賃金額をより多くの事業主、ま

た府民に知っていただくために、９月に最低賃金周知・支援月間といたしまし

て幅広く広報を行いました。また、最低賃金の履行確保の取組といたしまして

は、資料中段でございますが、引き続き関係団体との連携を図りつつ取り組ん

でいるところでございます。 

 また、一番最下段のところですが、パートナーシップによる価値創造のため

の転嫁円滑化施策パッケージに関する取組でございますが、最低賃金、また賃

金支払いの徹底と賃金引上げに向けた環境整備のため、１月から３月を集中取

組期間といたしまして、全ての監督署におきまして、最低賃金の遵守徹底を図

るための集中的な監督指導を実施しております。企業におけます賃金引上げの
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機運の醸成、また経済の好循環の実現を図るため、中小企業等に対しまして、

地域、業種及び従業員規模に応じた平均的な賃金額ですとか、賃上げの取組事

例や支援策、これらを紹介することによりまして引き続き取り組んでまいりま

す。 

 次に、20ページ、労災補償の関係でございます。労災補償行政におきまして

は、丁寧・公正な行政サービスを提供するため、全ての職員が親切で分かりや

すく迅速な対応を行うことはもちろん、請求人や事業者の方への説明を行う際

には、公正かつ納得性の高い対応を常に念頭に置き、業務に取り組んでおりま

す。労災保険制度のセーフティーネットとしての役割は大変重要でございます

ので、引き続き迅速・的確な対応に努めてまいります。 

 21ページに外国人労働者の関係のことを、資料をつけております。この資料

の左上のほうが、技能実習生の実習実施者に対する全国及び大阪における令和

３年の監督指導状況について記載をしております。また、左下のほうは、令和

４年における労働災害発生状況を取りまとめたもので、円グラフが在留資格別、

また業種別の災害発生件数をまとめております。 

 あと、右側につきましては、外国人労働者の適正な雇用管理に関する取組と

いたしまして、ハローワークにおける雇用管理改善の助言指導、監督署におけ

る関係機関との相互通報制度の運用状況、また多言語による労働相談体制の整

備、また外国人労働者に係る労働災害防止対策の概要等を記載しております。

引き続き、外国人労働者の方々の適正な労働条件の確保等について取り組んで

まいります。 

 労働基準部からの説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○職業安定部長 それでは、引き続き職業安定部からご説明させていただきま

す。資料は23ページからとなります。 

 初めに、新型コロナウイルス感染症の影響に対応した取組の推進についてで

ございます。 

 雇用維持の取組である雇用調整助成金等のコロナ特例につきましては、新型

コロナウイルスの感染状況や雇用情勢を踏まえ、段階的に縮小し、令和４年12

月からは原則、通常制度へ移行したところでございます。ただし、助成要件や

申請書類を簡素化する措置につきましては、令和５年３月まで継続していると
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ころでございます。なお、雇用調整助成金の令和５年１月末現在の申請状況等

につきましては記載のとおりでございます。 

 続いて、資料の下、円滑な労働移動の促進についてでございます。在籍型出

向及び産業雇用安定助成金の活用促進につきましては、当局が事務局を務める

大阪府在籍型出向等支援協議会とともに、当局主催セミナーの開催をはじめ各

種団体主催セミナーへの講師派遣、団体の会報誌やホームページへの掲載依頼

など、様々な機会を捉まえまして周知、活用促進に取り組んでまいったところ

でございます。なお、産業雇用安定助成金の令和５年１月末現在の計画受理状

況等については、資料記載のとおりでございます。 

 続きまして、資料24ページとなります。 

 人への投資に関する取組についてでございます。資料には、令和４年４月に

新設されました人材開発支援助成金「人への投資促進コース」の令和５年１月

末現在の計画受理状況を記載しておりますが、引き続き、労働局とハローワー

クの連携の下、積極的な活用勧奨を行ってまいります。 

 続いて、資料下の職業訓練を活用した人材育成支援についてでございます。

令和４年３月に改正されました職業能力開発促進法が昨年10月１日から施行さ

れたことに伴いまして、新たに地域職業能力開発促進協議会が設置されたとこ

ろでございます。この協議会におきましては、地域における人材ニーズを的確

に反映した訓練コースの設定を促進いたしますとともに、訓練効果の把握・検

証を通じまして、訓練内容の改善等の協議を行うこととしております。今年度

におきましては、令和４年11月８日に第１回会合を開催いたしまして、来週15

日には今年度第２回目の会合を開催する予定としております。また、デジタル

人材の育成確保につきましては、関係省庁が連携して政府全体として取り組ん

でいるところでございまして、ハローワークにおきましても、デジタル分野の

職業訓練を希望する求職者に対しまして、訓練施設の見学会や説明会の情報を

積極的に提供いたしまして受講促進を行っているところでございます。 

 続きまして、資料25ページ、雇用失業情勢を踏まえた職業紹介業務の推進に

ついてでございます。 

 まず、資料左の職業紹介業務の充実強化による効果的なマッチングの推進に

ついてでございます。長引くコロナ禍において求職活動が長期化するなど、有
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効求職者数が高止まりの状況にございます。一方で、アフターコロナを見据え

た企業の求人活動も活発化する中、労働局及びハローワークにおいては、求職

者・求人者の効果的なマッチングに取り組んでまいったところでございます。

具体的には、コロナ禍において控えておりました対面による各種イベントを再

開いたしまして、求職者と求人者が直接出会える場を拡充し実施してまいりま

した。また、オンラインツールを活用した情報発信にも積極的に取り組み、ハ

ローワークの支援を必要とする方々に、様々な媒体を活用しまして効果的な周

知、広報を実施してまいったところでございます。 

 続きまして、資料右、人材不足分野等における人材確保対策の総合的な推進

についてでございます。当局では、府内10か所に設置しております人材確保対

策コーナーを中心といたしまして、医療、介護、保育、建設、警備、運輸とい

った人材不足分野における業界の魅力発信や就職面接会の開催など、人材不足

分野の求人充足支援に積極的に取り組んでまいりました。 

 続きまして、資料26ページをご覧ください。 

 地方自治体との連携による就職支援についてでございます。ハローワークに

おきましては、これまでも地元自治体と連携・協力の下、地域の実情に即した

様々な取組を実施してまいりました。資料には今年度実施しましたイベントの

一例をご紹介しておりますが、こうした取組を通じまして、年々ハローワーク

と自治体との連携が強化されてきていると受け止めております。 

 資料26ページ下の一体的実施の取組及び生活保護受給者等に対する就労支援

についての実績につきましては、資料に記載のとおりでございます。引き続き、

各自治体との連携協力の下、地域の雇用対策の推進に努めてまいりたいと考え

ております。 

 続きまして、資料27ページでございます。若者・女性に対する雇用対策の推

進についてでございます。 

 まず、資料左の新規学卒者に対する就職支援の取組についてでございます。

大学生等に対する就職支援につきましては、大阪新卒応援ハローワークを中心

に各種支援に取り組んでまいったところでございます。具体的には、大学への

恒常的な出張相談をはじめ、資料に記載しております企業説明会などを積極的

に開催いたしまして、企業と学生との出会いの場を提供しマッチングに取り組
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んでまいったところでございます。引き続き、一人でも多くの学生が確実に就

職内定を手にできるように切れ目のない支援に努めるとともに、これから就職

活動を始める学生や既卒者に対しましても、きめ細やかな就職支援に努めてま

いりたいと考えております。 

 次に、資料下のフリーターに対する正社員就職支援の取組についてでござい

ます。フリーター等に対する就職支援につきましては、府内２か所に設置して

おりますわかものハローワークを中心に、担当者制による個別支援やセミナー

などを実施してまいったところでございます。なお、令和５年４月からは、梅

田と阿倍野の２か所に設置しておりますわかものハローワークを梅田の大阪わ

かものハローワークに統合いたしまして、オンラインを活用した就職支援の取

組を強化し、若年者ニーズに対応した効果的な支援を継続的に行っていくこと

としております。 

 次に、資料右のマザーズハローワーク事業の推進についてでございます。子

育てと仕事の両立を希望される方々の就職支援につきましては、府内２か所の

マザーズハローワークと13か所のマザーズコーナーにおいて、担当者制による

個別支援を中心に実施してまいったところでございます。今年度は、資料にも

記載しておりますが、９月から11月に「マザーズＷＥＥＫＳ」と題しまして、

各拠点においてミニ面接会やグループワーク、セミナーなど、バラエティーに

富んだ就職関連のイベントを集中的に実施しましたところ、延べ884名の方に

ご参加いただいたところでございます。引き続き、施設の魅力を積極的に発信

するなど、来所された方々に対しましてきめ細やかな支援を実施してまいりた

いと考えております。 

 続きまして、資料28ページ、障害者・高齢者・外国人に対する雇用対策の推

進についてでございます。 

 まず、資料左の障害者の雇用対策の推進でございます。資料には障害者の就

職件数の推移を記載しておりますが、今年度の就職件数は、コロナ禍前の令和

元年度に近い就職件数が見込まれる状況となっております。また、大阪におけ

る令和４年６月１日時点の障害者の雇用状況につきましては、雇用障害者数が

５万5,401人と過去最高を更新しております。実雇用率につきましても2.25％

と過去最高を更新しておりますが、法定雇用率2.3％には至っていない状況と
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なっております。今後、法定雇用率の引上げ、除外率の引下げなどにより、障

害者雇用のニーズはますます高まってくるものと思われることから、引き続き

事業主に対する支援を強化するとともに、状況に応じたマッチング機会の提供、

関係機関と連携したチーム支援の実施など、就職促進、職場定着の取組を効果

的に実施してまいります。 

 次に、資料真ん中の高齢者の雇用対策でございます。高齢者の就職支援につ

いては、府内全ハローワークに設置しております生涯現役支援窓口において、

65歳以上の高年齢者を中心に就職支援に取り組んでおります。資料にも記載し

ておりますように、ハローワークの新規求職者において65歳以上の占める割合

は年々増加しております。引き続き、年齢にかかわらず活躍できる生涯現役社

会の実現に向けまして取り組んでまいりたいと考えております。また、70歳ま

での就業確保措置制度を講ずることを定めた改正高年齢者雇用安定法につきま

しても、制度の円滑な実施に向け、引き続きあらゆる機会を捉えて周知啓発に

努めてまいりたいと考えております。 

 次に、資料右の外国人雇用対策の推進についてでございます。大阪府の外国

人労働者数は、資料に記載しておりますように、コロナ禍における令和３年に

は一旦減少に転じておりますが、令和４年10月末の数字では前年同月比11.4％

の増加となっております。こうした状況の中、当局におきましては、外国人留

学生への支援といたしまして、12月２日に外国人留学生就職面接会を開催した

ところでございます。３年ぶりの参集式の開催となりましたが、参加企業数50

社、紹介件数378件という結果につながったところでございます。引き続き、

こうした面接会や企業向けセミナーも開催しつつ、外国人の雇用対策に取り組

んでまいりたいと考えております。 

 最後、資料29ページでございます。 

 就職氷河期世代に対する就職支援の取組でございます。就職氷河期世代に対

する支援につきましては、令和２年度から３年間を集中支援期間といたしまし

てこれまで取り組んでまいったところでございますが、今般、この集中支援期

間を延長いたしまして、令和５年度からの２年間を第二ステージと位置づけ、

引き続き、政府を挙げて支援に取り組むこととしております。当局におきまし

ても、府内６か所のハローワークに設置しております35歳からのキャリアアッ
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プコーナー（就職氷河期世代支援窓口）、この窓口を中心に積極的な就職支援

に取り組むとともに、今年度９月と12月には大規模な就職面接会を開催したと

ころでございます。資料に記載しておりますが、12月８日に大阪府と共催で開

催いたしました35歳以上のミドル世代のための就職面接会と企業説明会におき

ましては、参加企業70社、参加求職者390名と多くの方々にお越しいただいた

ところでございます。引き続き、こうしたイベントも開催しつつ、事業主の皆

様に対しましても、就職氷河期世代の採用、正社員化を検討していただきます

よう積極的に働きかけてまいりたいと考えております。 

 簡単ではございますが、安定部からは以上でございます。 

○需給調整事業部長 需給調整事業部長の吉村でございます。よろしくお願い

いたします。失礼しまして、着座にて説明をさせていただきます。 

 私のほうからは、（６）需給調整事業の分野についてご説明を申し上げます。

資料は31ページをご覧ください。 

 まず、資料の左側でございますが、許可事業者等への法制度の周知の徹底と

いうことでございます。折れ線グラフの一番右側が最新の事業所数となってい

るところでございます。令和５年１月現在で、派遣事業所数が4,449事業所、

職業紹介事業所数が3,312事業所となってございます。前回もご説明したとお

りでございますが、派遣事業所数につきましてはおおむね横ばい、職業紹介事

業所数につきましては増加傾向になっているところでございます。そのグラフ

の下側でございます。法制度の周知ということで、①から③のとおり実施して

きているところでございまして、引き続き、法制度の周知を継続して実施して

まいりたいと考えているところでございます。 

 続きまして、資料右側にございます労働者派遣法、職業安定法等の遵守の徹

底ということで、指導監督の状況でございます。指導監督状況はご覧のとおり

ということでございまして、計画的に指導監督を実施しているところでござい

ます。なお、資料にはございませんけれども、本年２月に、１事業主に対しま

して労働者派遣事業改善命令を出しまして、行政処分を１件実施しているとこ

ろでございます。引き続き、実効性のある是正指導を進めてまいりたいという

ふうに考えているところでございます。 

 右側の下でございますが、派遣労働者に対する積極的な支援等ということで
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ございまして、記載のとおり、相談への対応、セミナーの実施ということで実

施しているところでございます。今後も積極的な支援に努めてまいりたいと考

えているところでございます。 

 簡単ではございますが、私のほうからは以上でございます。 

○総務部長 総務部長の森實でございます。 

 私からは、33ページの労働保険適用徴収の分野における取組についてご説明

させていただきます。着席させていただきます。 

 労働保険制度の分野に当たりましては、費用負担の公平性等の観点から、労

働保険未手続事業一掃対策の推進と労働保険料の収納率の維持・向上の２点を

重点対策として、精力的に取り組んでいるところでございます。本年度のこれ

らの重点対策の取組につきまして、現時点での状況をご説明いたします。 

 まず、左の労働保険未手続事業一掃対策の推進についてでございます。左上

のグラフのとおり、大阪におけます労働保険適用事業場数は年々増加しており

まして、令和３年度は26万5,046件となっておりますけれども、依然未手続事

業も存在しているところでございます。今年度におきましても、コロナ禍の状

況も踏まえながら、未手続事業場に対する手続指導を文書を中心として行い、

実地調査が必要と判断した事業場については個別訪問を実施してきたところで

ございます。さらに、手続指導を行っても自主的に成立手続を行わない事業場

に対しては、職権手続ということで成立を行っているところでございます。令

和４年度の目標件数として、対策の取組実績のところにございますとおり、未

手続指導件数については2,800件、手続指導による成立は1,200件、職権による

成立は20件と定め取り組んできたところですけれども、令和５年１月末現在の

実績としまして、指導件数は2,940件、手続指導による成立1,158件、うち職権

成立は21件となっておりまして、年間の目標数は既に達成、または達成の見込

みとなっているところです。 

 また、未手続事業一掃のための広報活動の取組としまして、11月の強化期間

には、社会保険労務士会等の団体及び地方公共団体に対して広報の協力を依頼

したほか、左下にございますように、ケーブルテレビに出演し制度の周知・広

報を行ったほか、ユーチューブの動画配信などを行いました。 

 続きまして、右側でございます。労働保険料の収納率の維持・向上のところ
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をご覧ください。 

 今年度は、コロナ禍の影響がまだ残る中、事業場の立場に立った納入督励等、

差押え等の強制措置も含めた対応を行ってまいりました。大阪局の令和４年度

の労働保険料収納率は、１月末現在の数字になりますけれども、74.19％でご

ざいまして、全国平均を0.23ポイント上回る結果となっております。今後も実

効ある滞納整理を行い、年度末におきましても、目標達成できるよう収納率の

向上に取り組んでまいりたいと考えております。 

 以上、簡単でございますけれども、労働保険適用徴収の分野における取組状

況について説明させていただきました。 

 資料２の説明については以上でございます。 

 なお、資料３につきましては、数値目標の令和５年１月末時点の達成状況に

ついての資料となっておりますけれども、次回開催の際に３月時点の状況をご

説明させていただきますので、本日はご参考のための配付としまして、説明は

割愛させていただきます。 

 以上でございます。 

○水島会長 ありがとうございました。 

 続きまして、議事３、大阪地方労働審議会労働災害防止部会の開催状況につ

いて報告をお願いします。 

○労働基準部長 労働基準部長でございます。 

 令和５年２月８日に開催されました大阪地方労働審議会労働災害防止部会の

開催状況についてご報告いたします。 

 資料４－１の開催結果に記載のとおり、部会の委員、公・労・使各３名、計

９名の委員のうち、当日は各２名ずつ、計６名の委員にご出席をいただきまし

た。 

 部会におきましては、主に資料の４－３のスライドのようになっているもの

がございますが、これを用いまして、第13次労働災害防止推進計画期間中の取

組結果と併せまして、本省から示された14次防の案を踏まえて作成いたしまし

た、こちらの下のほうに23と書いてあるページがありますが、こちらの大阪労

働局第14次労働災害防止推進計画（案）を説明させていただきました。 

 まず、この資料４の一番最後の、28と書いてあるスライドが一番最後なんで
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すが、このページの最下部にこの14次防の計画案の目標が掲げております。死

傷災害全体の目標を掲げておりますが、死亡災害につきましては、2022年と比

較して2027年において５％以上の減少、死傷災害、死傷者数につきましては、

2022年と比較して2027年までに減少させることを目標としております。 

 部会におきましては、何点かご質問、ご意見いただきました。まず、化学物

質による健康障害防止対策に関しまして、特に小規模事業場に対する支援の状

況につきましてご意見いただきました。改正内容の周知が重要でありますこと

から、リーフレットやホームページの活用、また局署における集団指導による

周知、また、委託事業を活用した無料の相談や個別訪問の指導の実施について、

また、局署の窓口におけますリスクアセスメントにつきましても、職員がしっ

かり説明をするといったようなことにつきましてご説明申し上げました。 

 また、労働時間の適正な把握について、行政の取組の成果についてご質問い

ただきまして、こちらにつきましては、11月の過重労働解消キャンペーン期間

中の監督指導における指導改善状況等について説明を申し上げました。 

 部会の審議状況は以上のとおりでございますが、この大阪労働局第14次労働

災害防止推進計画につきましては、部会でお示しをした案を基本に、委員のご

意見、また、厚生労働本省から昨日付で正式に出されました計画の内容に照ら

して策定をさせていただくこととしておりますので、どうぞよろしくお願いい

たします。 

 私からは以上でございます。 

○水島会長 ありがとうございました。 

 それでは、議事４、大阪地方労働審議会港湾労働部会の開催状況について、

事務局から報告してください。 

○職業安定部長 それでは、職業安定部からご報告申し上げます。 

 お手元の資料５に、大阪地方労働審議会港湾労働部会開催結果をお配りして

おりますので、ご覧ください。 

 去る１月23日に、石黒港湾労働部会長を座長といたしまして、公益委員２名、

労働者委員５名、使用者委員５名、専門委員２名の計14名にご出席いただきま

して港湾労働部会を開催したところでございます。 

 内容につきましては資料に記載しておるとおりでございますが、この内容を
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出席委員全員にご確認いただいたところでございますのでご報告を申し上げま

す。 

 以上でございます。 

○水島会長 ありがとうございました。 

 事務局におかれましては、詳細な説明をいただきありがとうございます。 

 それでは、議事５、１から４に係る質疑及び意見交換に移りますが、本日ご

欠席の委員からご質問をお預かりしております。使用者委員の松本委員の質問

を初めに私が代読させていただきます。その後、本日出席の各委員の質問、意

見等を受け付けますので、しばしお待ちください。 

 それでは、松本委員からの質問を代読いたします。 

 内閣官房の新しい資本主義実現会議において、６月をめどに指針を取りまと

めるとのことですが、労働移動と言われるところで、転職云々のところの進捗

の進み方に関して、労働局では転職フェアとかよくされていると思うが、実際

どれぐらい転職のための求職があって、実際どれぐらい進んでいるかとかが分

かれば教えていただきたい。加えて、特に、大企業から中小企業にマッチング

できた好事例があればご提供いただきたい、ということでございます。事務局、

よろしくお願いします。 

○職業安定部長 ご質問ありがとうございます。 

 ただいまいただきましたご質問、職業安定部からお話をさせていただきます

けれども、転職のための求職については、キャリアアップ、賃金アップを目指

した前向きな転職活動を意味されているのではないかなと思っているんですけ

れども、当局では、在職者、転職希望者を含む幅広い求職者を対象にいたしま

して就職面接会を開催しており、またハローワークには、会社の都合やご自身

の都合で退職された方々、ブランクを経て再就職を希望する方々、在職しなが

ら仕事を探す方々など、数多くの方々がお越しになっております。しかし、ご

質問のような分類、カテゴリーのデータは、取れない状況でございます。 

 そういうところで、転職のための求職ということで、近い数字をご紹介させ

ていただきたいと思っております。転職ということで、在職者の求職者データ

ということでお話しさせていただきます。今年度の４月から１月までの実績で

はございますが、在職中の大阪のハローワークに新規申込みをした求職者数は
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約５万7,000人と、前年同期比で7.3％減少している状況でございます。就職件

数を見てみますと、その在職者の就職件数が約１万1,000件と、こちらのほう

は前年同期比で1.8％増加している状況でございます。こうした減少、増加の

要因といたしましては、昨年度までは、コロナ禍で収入が減少した方が、仕事

は継続しつつ、別の仕事を探しにハローワークへお越しになることが非常に多

かったんですけれども、今年度は、仕事が戻ってきて、コロナの状況も少し落

ち着きつつあるということで、在職中の新規求職者の方は減少傾向という状況

にございます。一方、就職件数が増えていることは、切れ目のない転職がある

程度進んでいるのではないかなと判断しているところでございます。 

 また、ご質問の最後にございました大企業から中小企業に就職した好事例と

いうことでございましたけれども、現在、そういった形の好事例、ご紹介でき

るような事例はまだ把握できておりませんので、ご了承願いたいと思います。 

○水島会長 ありがとうございました。 

 それでは、本日ご出席の皆様からのご意見、ご質問をお受けいたします。ご

意見、ご質問がある方は挙手をお願いします。私が指名させていただきますの

で、マイクをお持ちいただいてご発言いただければと思います。 

 坪井委員、お願いします。 

○坪井委員 大変ご丁寧な説明ありがとうございました。 

 私のほうから２点、ご質問をというか、ご教示いただきたい点がございます。

１点は、働き方改革の推進についてというところなんですけれども、建設業に

おきましても、いよいよ来年度から労働時間の上限規制が適用されるというこ

とで、その対応に社内挙げて取り組んでいるところなんですけれども、やはり

請負という我々の契約の特性上からか、なかなか発注者側からの建設業の労働

時間の上限規制とか、あるいは、そこに向けた４週８閉所とかいった活動、取

組に対する理解が得にくいというか、そういう局面が結構ございます。 

 ついては、少し言及いただいておりましたけれども、発注者のサイドに対し

て建設業界の取組に理解を促していただくような施策を行っていただいている

というお話がございましたけれども、もう少し詳細についてご教示いただける

とありがたいというのが１点でございます。 

 それから、もう一点はストレスチェックの制度についてでございます。この
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ストレスチェック制度については、個々人のその時点でのストレス状態という

のが簡易な調査で明らかになるということで、非常にメンタル不調の予防に極

めて有用であるというふうに認識はしております。ただ一方で、ストレスチェ

ックの結果として高ストレス者という認定が出た場合に、当然産業医等の面接

指導を受けてもらいたいわけですけれども、なかなかこの受診率が上がってこ

ない。弊社の例で申し上げますと、６％から８％ぐらいの方しか、高ストレス

という認定を受けたにもかかわらず相談されないというところがありまして、

ここをもう少し上げたいなというふうに考えております。 

 そのために、何かいい啓蒙材料というんですかね、この制度の特性上、会社

から高ストレスになった人間に直接アプローチができないものですから、何か

もう一般的な形になると思うんですけれども、そういう産業医の面接指導みた

いなものに向かっていけるような何かそういう材料がございましたら、ご紹介

いただけると助かるなというふうに思います。 

 以上２点、よろしくお願いいたします。 

○水島会長 ありがとうございました。 

 それでは、事務局お願いします。 

○労働基準部長 ２点、労働基準部からご回答申し上げます。 

 まず、１点目の働き方改革の関係でございますけれども、毎年、大阪労働局

と公共工事の発注機関とで建設工事関係者連絡会議を開催しておりまして、こ

の会議には、水道とか電気、ガス、通信、高速道路というインフラ関係ですと

か、あとは都市再生機構といった法人にも参加をいただいております。昨年８

月の会議は書面開催とはなったわけですけれども、大阪労働局からは、参画団

体、企業に対しまして、時間外労働の上限規制の制度説明に加えまして、令和

２年７月に中央建設業審議会において作成、勧告されております工期に関する

基準について説明申し上げたところです。 

 本日の資料の２の５ページにもご報告させていただきましたが、本年度、適

正工期の設定につきましては、周知広報用の周知啓発ポスターを作成いたしま

して、自治体とか民間のデベロッパーの工事発注者に加えまして、関西経済連

合会、また大阪商工会議所などの一般の工事発注が想定される企業を会員とす

る団体に対しましてポスターを配付し、啓発にご協力をいただくよう要請を行
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っております。あと、各団体におかれましては、適正工期の設定につきまして

は、それぞれの機関誌におきまして会員企業に対して呼びかけを行っていくな

ど、ご協力をいただいております。 

 建設業において、働き方改革を進める上で、適正工期の設定は重要であると

考えております。引き続き、受注者側から発注者側に働きかけを行いやすい環

境づくりについて、働きかけを行ってまいりたいと思います。 

 ２点目のストレスチェックの関係でございますが、こちらのストレスチェッ

クの実施後、高ストレス者と選定をされて、医師による面接指導を受ける必要

があると実施者が認めた者からの申出に応じて医師による面接指導を実施する

ということなんですけれども、この労働者の中には、面接指導を希望すると、

自分がその高ストレス者であることが事業場側に知られてしまうといった懸念

ですとか、あるいは忙しくて受ける時間がないとか、そういったことから申出

をしない高ストレスの方も多いと推測をされます。その申出を促すために、そ

の趣旨ですとか目的、またそのメリットをしっかりと労働者側に周知すること

が大切と考えております。 

 さらに、産業医の面接指導を実施した結果から、その高ストレス職場の職場

改善環境ですとか事後対応の状況を示した上で、労働者のストレス反応への改

善ですとか、有用性の実感が得られるようにすれば、メリットが感じられると

いうこととともに、面接指導の時間は事業場側がしっかり確保するといったよ

うなことですとか、また、オンラインを用いたことによって、安心して負担な

く面接指導を受けていただけるような方策があるんではないかなと考えており

ます。 

 何か材料がという話でしたけれども、厚生労働省の委託事業でやっているも

のなんですが、働く人のメンタルヘルスポータルサイトで「こころの耳」とい

うのがあるんですが、こちらをまずご紹介いたします。こちら、職場のメンタ

ルヘルス対策についてのいろんな情報が載っているわけですけれども、その中

には「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」といっ

たものも掲載されておりまして、その中には、産業医の先生から高ストレス者

に向けての勧奨文書、この中には、本人の同意がなければ、面接内容は事業場

には確実に守秘されるといったようなことも書いてあるような勧奨文書の例も
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掲載をされております。 

 また、厚生労働省が発行している冊子で「ストレスチェック制度の効果的な

実施と活用に向けて」というものがあるんですが、こちらもそのポータルサイ

トから見ることもできるんですが、これは、高ストレス者からの面接指導の申

入れが少ないといった場合の高ストレス者へのアプローチが課題となっていた

場合の工夫として、産業医での面接指導だけではなくて、産保センターのメン

タルヘルス対策促進員が職場の事業場訪問をするんですけれども、その中で、

労働者が個別に相談しやすい環境づくりの機会を設けて、高ストレス者が個別

に相談できるようなフォローをしていくといったような事例も掲載されており

ますので、そういう「こころの耳」ですとか、そういったマニュアル等をご参

照いただければと思います。 

 以上でございます。 

○坪井委員 大変ご丁寧にご説明いただきまして、ありがとうございました。

十分参考にさせていただきたいと思います。 

○水島会長 ご質問はいかがでしょうか。 

 赤瀬委員、お願いします。 

○赤瀬委員 大変詳しくご説明いただきましてありがとうございました。赤瀬

でございます。最低賃金につきまして、１点質問させていただければと思いま

す。 

 資料の２の19ページでございますけれども、最低賃金の監督指導を行われて、

違反率が８％だったということでご説明いただいたかと思いますけれども、も

し分かれば、時給の方が最低賃金を割っているのか、それとも月給の方で、計

算してみたら実は最低賃金を割れていたのか、そういったところがもし分かれ

ば、教えていただければと思います。よろしくお願いいたします。 

○労働基準部長 今年の分で、時給で割れているというのが一番多いというふ

うに今聞いております。 

○赤瀬委員 ありがとうございました。 

 それと、このポスター、リーフレットなどもたくさんかなり多くのところに

配布していただいているということで、そういったことにも敬意を表したいと

思うんですけれども、もし、私どもの中でも月給の方で最賃にぎりぎりの方も
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だんだん増えてまいりましたので、そういった計算方法なども、もし周知して

いただければありがたいかなと思っております。すみません、このリーフレッ

トに書いてあるのかもしれないんですが、もしそういったところも書いていた

だければなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

○水島会長 私からの質問、よろしいでしょうか。 

 資料２の24ページ、訓練受講者の実績で、応募者数と受講者数に比較的差が

ありますが、その理由を教えていただけますでしょうか。 

○職業安定部長 安定部からお答えさせていただきます。 

 応募者を募り、訓練コースを応募していただくんですけれども、訓練により

事前の試験がございまして、ご希望をいただいても、必ずしも受講に至るとい

うことではございませんので、若干の数字の差が出てくるということでござい

ます。 

○水島会長 ありがとうございます。受講できる枠が少ないということでは必

ずしもなくて、応募者の要件などが満たないので受講できないということでよ

ろしいでしょうか。 

○職業安定部長 人気のあるコースになりますと、そうした形で定員が決まっ

ておりますので、そういった部分はありますけれども、ここで示しております

応募者数といいますのは、先ほど申しました違いで出てくる数字です。 

○水島会長 ありがとうございました。 

 そのほか、ご質問、ご意見いかがでしょうか。 

 井岡委員、お願いします。 

○井岡委員 すみません、井岡と申します。ご説明ありがとうございます。 

 一番初めのご質問のところと私、かぶせてちょっと聞きたいところがござい

まして、在籍中の転職の方で、特に、私どもの職場でも若年層の方が転職をさ

れるというところがあるんですけれども、その方が何回も転職を繰り返してい

るのか、それか１回の転職で満足される職場を選んでいるのかというところは、

もしお分かりになれば教えていただきたいと思うんですけれども、よろしくお

願いいたします。 

○職業安定部長 転職者の満足度というお話でしょうか。 
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○井岡委員 満足度というか、もうそこで、何回も転職を繰り返さないという

ことは満足されているんだろうというふうに納得できると思うんですけれども、

そういう指標では見られませんでしょうかね。 

○職業安定部長 数字的なものは、お示しするものは手元にはないんですけれ

ども、転職を繰り返しておられる方々というのは、満足に至っていない方々、

もっと条件のいいところへ目を向けて就職活動をしていくという状況はあるか

と思います。 

○井岡委員 それで、その年齢ですけれども、中高年とか、若い方とかいらっ

しゃるかと思うんですけれども、特に18から二十五、六ぐらいまでの方で、そ

ういった顕著なものはないかなというところでお伺いしたいんですけれども。 

○職業安定部長 今のところ18から24、5の年齢で極端に多いという数字は出

てきていないと思います。ただ、先ほど説明させていただいたような就職氷河

期世代ということで、一時期固まった年齢で、正社員に就きたいけれども、な

かなか就けないということで離転職を繰り返されている方、個人の状況があっ

て、それを繰り返しておられる方というのは一定数おられるということでござ

います。 

○井岡委員 ありがとうございます。 

○水島会長 質問、ご意見いかがでしょうか。 

 上田委員、お願いします。 

○上田委員 よろしくお願いします。 

 16ページの死傷災害なんですけれども、コロナ禍によってかなり大幅に増え

ているというさっきのご説明でしたよね。資料３なんかをのぞいていますと、

コロナ禍はもちろんなんだけれども、それを除いたとしても全産業的に多いと

いうふうに記載されているのですが、となると、どういうことが増加要因にな

るのかお教えいただけたらと思うんですが。 

○労働基準部長 コロナ抜きで若干増えているというお話をさせていただきま

したけれども、前年が8,600ぐらいの数字なんですけれども、ちょっと微増と

いうことですので、はっきり何が顕著で増えているというものは特段ございま

せん。 

○上田委員 分かりました。資料３を見ていますと、コロナ禍を除いても結構
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増えているように受け取れたものですから、そうではないということですね。

コロナ禍を除いたら、大体前年並みという、そういうことですか。 

○労働基準部長 微増ではあるんですが、はい。 

○上田委員 だから、その微増に特段の要因が見られるというわけではないと

いうことですね。 

○労働基準部長 はい。 

○上田委員 承知しました。 

○水島会長 すみません、今の点ですけれども、資料４－３の労災防止部会の

数字も参考にしていただけると思います。労働基準部長がおっしゃったとおり

なんですけれども、スライド３以下の災害の発生状況から最近の災害の性格が

うかがえます。 

 資料３の令和５年度の取組方針とも関わりますけれども、第三次産業におい

て災害件数が増加しているとか、全国的には、中高年女性の転倒などの災害が

増えているとか、を聞いています。従来型の重大な災害は減っている傾向にあ

ると思いますが、労働力が高齢化していることもあって、休業４日以上の数が

増えていると見ております。よろしいでしょうか、この理解で。 

○労働基準部長 委員おっしゃるとおりでございまして、大きな死亡災害とい

うのは年々減少傾向にあるんですけれども、産業構造を見ていくと、三次産業

の災害が多いですとか、あるいは転倒災害とか、そういったものが増加傾向に

あるというのは言えると思います。 

○水島会長 ほか、よろしいでしょうか。 

 それでは、まだご意見があるかもしれませんが、時間の都合もございますの

で、一旦、次の議題に進めさせていただきたいと思います。 

 続きまして、議事６、令和５年度大阪労働局の取組（行政運営方針）（案）

について、事務局から説明をお願いします。 

○雇用環境・均等部長 雇用環境・均等部の粟山でございます。 

 私から資料６、来年度の行政運営方針（案）についてご説明させていただき

ます。資料６をご覧ください。 

 まずですが、来年度の運営方針を作成するに当たりましての考え方でござい

ますが、１ページめくっていただきまして目次を眺めながらと思いますが、こ
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こ数年は、新型コロナウイルス感染症への対応につきまして、それらについて

優先度を高く、相談体制の整備や、先ほどもご説明しました助成金等、それら

のニーズの高い支援を中心に行ってまいりました。あわせて、その中で企業や

働く人々の多様な人材の働き方というニーズも高まっているところでありまし

て、働き方改革の必要性については変わりなく取り組んできたところでござい

ます。 

 そして、来年度につきましては、少子高齢化や生産年齢人口の減少という課

題が引き続きある中、冒頭の局長のご挨拶にもありましたとおり、人材の育成

や活性化などのための人への投資の強化が必要とされているところでございま

す。また、働き方改革関連法の施行はほぼ出そろいまして、今後は確実な法の

履行確保と法に沿った適切な労務管理が求められるところでございます。これ

らのことから、賃上げに取り組む事業主の支援や個人のキャリア形成の促進な

どによる円滑な労働移動の促進、多様な働き方への環境整備などへの取組が重

要と考えております。 

 こうした考えの下に、令和５年度においては、目次のところにありますとお

り、「円滑な労働移動の推進及び良質な雇用機会の確保」、「多様な人材の活

躍促進」、「誰もが働きやすい職場づくり」を柱に運営方針を作成いたしまし

た。ページ数は40ページ余りにもなりまして、時間の関係もございますので、

この中で変更点や来年度の事業のポイントを中心にご説明をさせていただきま

す。 

 まず、１つ戻っていただきまして表紙でございますが、今年度と同じく「誰

もが安心して働き活躍できる元気な大阪」を引き続きスローガンとして行って

まいりたいと思います。 

 中身にいきまして、先ほどの大きな柱はその３点、１つ目には、その前に１

として大阪の労働行政を取り巻く情勢を記載しまして、今ほどのような考え方

について触れさせていただいております。 

 本文に入りますが、２ページにまいります。 

 まず、１つ目の柱の「円滑な労働移動の推進及び良質な雇用機会の確保」に

ついて記載しております。 

 ３ページの下から４ページの上にかけて、職業訓練を活用した人材育成支援
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についてまとめております。今年度の11月に、地域職業能力開発促進協議会が

設置されておりまして、より地域のニーズに対応した職業訓練コースを設定し

て取り組んでまいります。 

 めくっていただきまして、４ページの下からは、賃金上昇を伴う労働移動の

推進といたしまして、支援策となる各種助成金制度について記載をしておりま

す。これも、今年度の12月に５％の賃金上昇の要件などを助成金に追加してお

るなど、修正をしながら雇用助成金の活用促進を図ってまいります。 

 飛んでいきまして、６ページにまいります。需給調整事業になります。求人

メディア等の届出制の創設等が行われた改正職業安定法が令和４年10月１日に

施行されております。これらも含めまして、労働者派遣法や職業安定法の法制

度の周知徹底を図ってまいります。また、派遣労働者の同一労働同一賃金の確

保に向けて、労働基準監督署と連携しまして指導監督についても行っていくこ

ととしております。 

 ７ページからが２つ目の柱、「多様な人材の活躍促進」について記載をして

おります。 

 まず、７ページには、大阪の多様な人材の活躍促進に関する現状をまとめて

いるところでございます。ここはデータ資料でございます。 

 １枚めくっていただきまして、８ページについて、女性の活躍推進について

になります。先ほどもご説明いたしましたが、女活法の対象拡大とか、男女の

賃金の差異の公表につきまして、新たに対象となる事業主に対して積極的な働

きかけを行ってまいりますとともに、マザーズハローワーク等でのきめ細かな

支援を行ってまいります。 

 隣の９ページは、両立支援対策等について記載をしております。ページの中

ほど、改正育介法では、1,000人を超える企業を対象とした年１回育児休業等

の取得状況の公表義務化が、またこれも４月から施行されると先ほど申したと

おりでございますが、これについても着実な法の履行確保に努めてまいります。 

 10ページにまいりまして、雇用形態に関わらない公正な待遇の確保について

記載をしております。先ほどの派遣と同じく、パート・有期労働者に対しまし

ても、労働基準監督署と連携しまして均等・均衡待遇の確保に取り組んでまい

るところでございます。また、引き続き、大阪働き方回復推進支援・賃金相談
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センターによる中小企業に対する個別の支援についても取り組んでまいります。 

 11ページからは、若者、就職氷河期世代についての記載となります。12ペー

ジ上部にありますとおり、就職氷河期世代の方への支援につきましては、先ほ

どもありましたが、今年度までの集中取組期間に加えまして、令和５年度、６

年度を第二ステージと位置づけて支援に取り組むこととしております。 

 13ページは、高齢者対策について記載をしております。 

 14ページでございます。障害者の就労促進についての取組です。令和６年４

月以降の法定雇用率の段階的な引上げや、令和７年４月からの除外率の引下げ

が予定されております。雇用率未達成企業の増加が見込まれるため、障害者の

雇入れ支援を積極的に行い、事業主への早期の対応を促してまいります。 

 15ページは、外国人に対する支援について記載をしております。 

 16ページにまいります。16ページから31ページまでが３本目の柱の「誰もが

働きやすい職場づくり」についてになります。 

 16ページから17ページにかけて、最低賃金・賃金の引上げについて、16ペー

ジには、先ほど申し上げた働き方改革推進支援センターによるワンストップ相

談窓口や各種助成金について記載しており、これらを活用して引き続き企業へ

の支援を推進してまいります。 

 隣の17ページでございますが、最低賃金について、各種の支援策の周知広報

及び履行確保のための監督指導等により、最低賃金の遵守と企業の賃金引上げ

への支援を行ってまいります。 

 18ページは、柔軟な働き方がしやすい環境整備について、良質なテレワーク

の導入や定着促進とワーク・ライフ・バランスについて記載をしております。 

 19ページからは、長時間労働の抑制等の取組について記載をしております。

適用猶予が令和５年度までとなる建設業や自動車運転者、医師等の上限規制適

用猶予の事業・業種に対しまして、労働時間短縮等に取り組む事業主への支援

を行ってまいります。 

 21ページにまいります。大阪働き方改革推進会議について記載しております。

今年度と同様、来年度も開催の予定としており、引き続き、府内の多くの関係

機関と連携しまして働き方改革の推進に取り組んでまいります。 

 22ページでございます。労働条件の確保・改善対策についてになります。法
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定労働条件確保のため定期監督等を実施し、良好な労働条件の確保に取り組ん

でまいります。また、23ページの上部にありますとおり、労働者だけではなく

て、社会に出る前の学生さん等に向けての労働関係法令の周知も行ってまいり

ます。 

 23ページ中ほどからは、労働者が安全で健康に働くことができる環境の整備

を記載しております。来年度からの５か年を期間とする大阪労働局第14次労働

災害防止推進計画を策定し、労働災害防止対策を推進してまいります。先ほど

説明があったとおりでございます。 

 また、25ページで、大阪になりますが、大阪労働局では2023年度から、事業

場における自主的な安全衛生管理活動を推進するため「大阪発・新４Ｓ運動」

を展開すると、４Ｓにつきましては、ここに書いてある４つの活動になります

が、これについて取り組んでまいります。 

 26ページにまいります。産業保健活動や新たな化学物質規制の周知について、

また、石綿ばく露防止対策の推進について記載をしております。 

 以降、27ページは治療と仕事の両立支援、28ページ、総合的なハラスメント

対策に取り組んでまいるというふうにしております。 

 29ページは、個別労働紛争解決の促進について記載をしております。 

 30ページにまいりまして、労災保険及び雇用保険について、それぞれに迅速

かつ適正な運用を図ってまいります。 

 31ページは労働保険関係です。労働保険未手続事業一掃対策でありますとか、

電子申請の利用促進、労働保険料の適正徴収に引き続き取り組んでまいります。 

 32ページ以降につきましては、当局の各施設の紹介を掲載しております。こ

こ、従来どおりでございます。 

 数値目標がその次、37ページの次、裏表紙になりますが、その次に１枚（案）

としてつけておりますが、これは、申し訳ありません、現段階では本省から数

値が示されていない項目もございまして、ペンディング部分が多くなっており

ます。こちらにつきましては確定次第、また委員の皆様方にご送付させていた

だく予定としております。 

 駆け足となりましたが、運営方針（案）について説明は以上でございます。 

○水島会長 ありがとうございました。 
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 ただいま雇用環境・均等部長から、来年度の行政運営方針の案が示されまし

た。こちらの案につきまして、ご意見、ご質問がありましたらご発言をお願い

いたします。先ほど同様に挙手をお願いいたします。 

 金澤委員、お願いします。 

○金澤委員 金澤です。行政運営方針についてということでご説明いただきま

した。どうもありがとうございました。 

 先ほど赤瀬委員からの最低賃金についてということでご質問があったんです

けれども、私もそこに関係するところでということで、質問ではないんですけ

れども、ちょっと意見、要請等させていただきたいというふうに思います。 

 本年度につきましては、違反が８％ほどあって監督指導いただけたというこ

となんですけれども、今年度につきまして、地賃はまた大きく上がるのではな

いかというふうに予想されているところがあります。企業、会社においてはま

た払わないというか、払えないというところが出てくるのではないかなという

ところも予想されますので、やっぱり決まったことはきっちり守っていただく

ように指導をしていただきたいというふうに思います。違反がゼロになるよう

にというところで、ぜひお願いしたいなと思います。 

 私のほうからは以上です。 

○労働基準部長 しっかり周知に取り組んでまいりたいと思います。よろしく

お願いいたします。 

○水島会長 井尻委員、お願いします。 

○井尻委員 井尻から、少し意見を申し上げさせていただきたいと思います。

昨日、３月８日ということで、国際女性デーということで報道もされていまし

た。子育て罰、ＯＥＣＤ先進国では、出産後の所得が北欧なんかでは２割ぐら

いの収入減になるけれども、日本は７割減というようなお話が報道もされてい

たと思います。その中で、本当に女性の働きやすさということがこれまでずっ

と言われてきました。ここにお集まりの皆さんも周知の事実だと思うんですけ

れども、本当に異次元の子育て支援とかと岸田首相がおっしゃって、どうなる

のかなという部分はあると思うんですけれども、働き方改革や保育所の充実な

ど本当に思い切った予算措置や環境整備ということに取り組まなければいけな

いと思っています。 
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 大阪・関西万博が迎えるということで、先ほど坪井委員からもお話ございま

したけれども、建設業の時間管理やトラック運送業の時間管理の問題からすれ

ば、今置かれている環境が、材料の高騰だ、エネルギー価格の高騰だというよ

うなことがあって、世界各国で材料の買い負けが生じたり、外国人労働者の働

き方が、劣悪な環境にならないように日本としては注意しなければいけません。

様々な問題があって2025年までは今までの状況とはかなり違うのかなと思って

いまして、人材確保の観点と女性の働きやすさというこの２点については、本

当に労働行政として、この一、二年、従来に増して特化した取組が必要なんだ

ろうと思います。 

 非正規労働者比率が高かったり、労働移動を促したら子育て罰で収入減が少

なくなるのか、同一労働同一賃金にすればなくなるのか、いろんな施策がある

と思うんですけれども、本当に何かあらゆる施策を打たないと、この大阪・関

西の地で大きなビッグイベントが続く中において特に特化して取り組む必要性

があるなということを最近特に感じています。昨日の3.8の国際女性デーもひ

っくるめてですけれども感じましたので、意見・要望ということで、ご回答い

ただきたいということではございません。 

 以上です。 

○水島会長 ご回答は特にということですけれども、もし事務局のほうから何

かありましたらご発言をお願いします。 

○労働局長 今、全産業を通じて人手不足が言われていると思います。製造

業・建設業しかりでございますし、それから卸・小売、それから飲食・宿泊な

どのコロナ禍において他産業に移動した人が帰ってこないので、客足が戻って

きても十分対応できないといった声もございます。そういった中で、各委員ご

指摘のとおり、いろんな部品の供給制約の問題もあり、燃料費の高騰の問題も

あり、事業主の方、いろいろ苦しんでいらっしゃる状況にもあると思われます。

こういった人手不足の状況があり、そしてそれぞれの事業主さん、いろんな悩

みを抱えていらっしゃる、その中でいろんな経済、社会が普通に通常に戻って

きて、さらに大阪・関西についていいますと万博もあっていろんな投資なども

進んでいく、こういった中で労働行政として、今あるいろんなその施策を講じ

ていくとともに、いろんな環境整備、あるいはその意識啓発といったことも出
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てくるんだと思いますし、もろもろの措置を講じて労働基準、職業安定、雇用

環境・均等、能力開発、連携していろんな措置を講じていきたいと思っており

ますし、今後、また新たな大きな枠組みの中で新たな施策を展開することにな

れば、それも一生懸命取り組んでいきたいと思います。いろいろ期待に応えら

れる労働行政になるように、みんな一丸となって努力していきたいと思います

のでよろしくお願いします。 

○水島会長 局長、ありがとうございました。 

 髙山委員、お願いします。 

○髙山委員 万博に向けて成長期を迎えるときに、労働行政がリーダーシップ

を取って、大阪を元気にしていくということで、非常に我々も勇気づけられま

すし、事業者側もきっちりと知恵を出しながら盛り上げていきたいと思ってい

ます。 

 その中で１点、安全・安心な職場ということで、28ページ、ハラスメントの

中で一番最後のカスタマーハラスメント、これについて一つ教えていただきた

いのですが、今、現場でも非常にこれについては悩ましい問題になっていると

いう中で、我々が毅然とした態度でお客様にご理解いただくということがベー

スですが、一方で、パワハラ、セクハラの理解浸透と同様に、一般のお客様、

社会全体がカスハラについての具体的な理解、どういうことが知らず知らずの

うちにそういう超えてしまう行動になるかというようなことを周知していくた

めの何か考えておられることがありましたら、ぜひともお聞かせいただきたい

なと思います。よろしくお願いします。 

○雇用環境・均等部長 ご質問ありがとうございます。雇均部からお答えいた

します。 

 カスハラにつきましては、おっしゃるとおりで、いろいろ多くの事業者さん

から悩ましいというお声を寄せられております。私どもとしましては、法律上

の話をまずいたしますと、なかなか外部の方を事業主さんが取り締まるとか、

私どもが取り締まるということは難しいつくりになっておりまして、事業主は、

外部の方から何かあったときに、カスタマーハラスメントのようなことがあっ

たときに、労働者を守らなければならないということが望ましい措置であると

いうレベルの規定にとどまっております。 
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 ただ、それだけではなかなか弱いので、また、おっしゃったようにお客様の

ご理解も必要なのではないかというご意見もありますので、昨年度、厚生労働

省本省で、消費者庁等とも連携をしまして啓発ポスターを作りました。企業さ

んが独自でポスターとか周知資料をお作りになって貼ると、あなたのところは

客を排除するのかみたいに言われて苦しいというようなご意見がありますし、

だから、国が作ったものを貼っているんですというほうがまだちょっと使いや

すいというようなご意見もいただきましたので、国のほうでそういったような

啓発のポスターとか、内部の勉強資料になりますけれども、リーフレットのよ

うなものを作って配付をしているところでございます。もしお手元に届いてい

なかったら、またご紹介をさせていただきたいと思いますが、そういったよう

な形で、事業主さんのご努力だけではなくて、一般の方にも広まっていくよう、

私どもも努めているところでございます。 

 今年度、来年度に何か新しいことということになると、今ちょっと出てきて

はおりませんが、ご意見を承りまして、またいろいろ考えていきたいと思いま

す。どうもありがとうございます。 

○水島会長 ほかにご質問はいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

 一言だけ、感想めいたことですけれども、髙山委員がおっしゃった顧客の問

題であったり、坪井委員がお話しされた発注業者の問題であったり、労働関係

以外の第三者が問題となるのが最近の１つの傾向であるように思います。先ほ

ど雇用環境・均等部長もお話しになりましたが、まさに労使、行政の３者で協

力しながら取り組むべき課題であると思いますので、どうぞ皆様よろしくお願

いいたします。 

 それでは、行政運営方針（案）につきまして、ご意見はございましたが、特

に案の修正等は必要でないということでよろしいでしょうか。ありがとうござ

います。 

 事務局は、原案に沿って令和５年度大阪労働局行政運営方針を策定していた

だきますようよろしくお願いいたします。また、実施に当たりましては、各委

員からのご意見等を十分に参考になさって、行政運営に引き続き取り組んでい

ただければと思います。よろしくお願いいたします。 

 それでは、最後に何かご意見がございましたら、ご発言いただければと思い
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ます。よろしいでしょうか。 

 それでは、これをもちまして本日の審議会を終了いたします。皆様、どうも

ありがとうございました。 

 事務局にマイクを戻します。 

○企画課長 皆様、どうもお疲れさまでございました。 

 来年度につきましても、11月頃に本審議会の開催を予定しておりますので、

どうぞよろしくお願いいたします。追ってまたご案内のほうをさせていただき

たいと思います。 

 それでは、どうも本日はありがとうございました。 


